
愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案
要
綱

第
一

愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二

十
一
年
六
月
一
日
と
す
る
こ
と
。

（
本
則
関
係
）


